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政策課題分析シリ－ズ４ 

市町村合併による歳出変動分析 

－行政圏の拡大による歳出削減効果はどの程度か－ 

はじめに 

 

市町村合併は行政によって長期間にわたって取組まれてきた。合併による市町村の規模

の拡大は、財政基盤の多様化と強化につながるとともに、スケールメリットによる行政サ

ービスの歳出削減効果も期待される。また、地方分権推進に際しての受け皿の整備にもつ

ながる。 

ところで、行政圏の見直しにあたっては、交通インフラや情報インフラの高度化にあわ

せて住民の生活行動領域が拡大していることへの対応が重要である。住民の生活行動領域

が拡大していることは、行政サービスに対する住民ニーズが変化していることを意味する。

さらに、地方圏での人口減少が進む中で、暮らしに必要な都市機能を集約的に整備し、周

辺の市町村において必要な生活機能を確保し、農林水産業の振興や豊かな自然環境の保全

を図るなど、市町村が互いに連携・協力することにより、生活圏域全体の活性化を図るこ

とも重要である。行政圏の見直しの中で、行政圏と生活圏4を近づけることは、こうした課

題への対応策になるであろう。 

本分析では、市町村の合併状況と歳出の実績データに基づいて、市町村合併が歳出に及

ぼす効果を分析する。さらに、行政圏の拡大による歳出に対する効果について、市町村合

併の仮設的事例に基づいて試算する。 

なお、本分析の作成にあたっては、専門的な識見を有する下記の有識者によって構成さ

れる研究会5を開催し、貴重なご意見を頂いた。有識者各位のご協力に感謝する。 

 

 

 

（有識者研究会委員）         （五十音順、敬称略：◎は座長、○は座長代理） 

 

 

 

                                                  
4 行政圏とは、市町村の境界であり、生活圏とは、住民が生活する上で必要なサービスを受けるための行

動範囲である。 
5 有識者研究会には株式会社三菱総合研究所･西松照生氏、PwC アドバイザリ－株式会社･古澤靖久氏にも、

オブザ－バ－として参加して頂き、貴重なご意見を頂戴した。記して感謝したい。 
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○ 林　正義
一橋大学大学院経済学研究科
（兼）一橋大学大学院国際・公共政策大学院准教授

古川章好 中京大学経済学部准教授
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1 市町村合併の推進とその状況 
1.1 分析の目的と構成  

  1.1.1 市町村合併の取組 

市町村合併は行政によって長期間にわたって取組まれてきた。市町村合併の目的は、「基

礎的地方公共団体である市町村の行政サービスを維持し、向上させ、また、行政としての

規模の拡大や効率化を図る」こととされている6。この取組の推進を目的とする制度上の仕

組も整備され活用されてきた。 

1999 年にはいわゆる地方分権一括法による「市町村の合併の特例に関する法律」の改正

によって、地方交付税の合併算定替の大幅延長や合併特例債が創設されたこと、2000 年に

は町村合併の市制要件の緩和（4万人→3万人）がなされたことなどが、市町村合併促進の

起点となった。さらに、「与党行財政改革推進協議会における『市町村合併後の自治体数

を 1,000 を目標とする』という方針を踏まえて、自主的な市町村合併を積極的に推進し、

行財政基盤を強化する。」（平成 12 年 12 月 1 日閣議決定）に基づき、政府をあげて市町

村合併が推進された。 

その結果、1999 年 4 月 1日には 3,229 あった市町村数は、2008 年 4 月 1日には 1,788 ま

で減少した（図表 1参照）。以上のような 1999 年から 2008 年にかけての大規模な合併は、

いわゆる「平成の大合併」と呼ばれている。合併の進展にあわせて、市町村の歳出総額も

減少してきており、公共事業の減少を除いた歳出額についても減少してきている（図表 2

参照）。 

 

1.1.2 行政圏の拡大に対するニーズ 

行政サービスの維持・向上のためには、そのサービスの機能を住民ニーズの変化に適合

させることも重要である。上記のように、合併の進展によって行政圏は拡大しているもの

の、交通インフラの整備や情報通信技術の高度化などにより、住民の活動範囲は「平成の

大合併」後の市町村の範囲も大きく超えている場合も多い。市町村の境界は「行政圏」と

呼ばれるのに対し、住民が生活する上で必要なサービスを受けるための行動範囲について

は「生活圏」と呼ばれることがある7。行政圏と生活圏が大きく異なる場合、行政サービス

                                                  
6 平成 16 年 12 月 24 日閣議決定では、「地方分権の推進や少子・高齢化の進展、国・地方を通じる財政の

著しい悪化など市町村行政を取り巻く情勢が大きく変化している中にあって、基礎的地方公共団体である

市町村の行政サービスを維持し、向上させ、また、行政としての規模の拡大や効率化を図るという観点か

ら、与党行財政改革推進協議会における『市町村合併後の自治体数は 1000 を目標とする』という方針を踏

まえて、以下の通り、引続き自主的な市町村合併を積極的に推進し、行財政基盤を強化する。」とされて

いる。 
7 国土交通省「新しい国のかたち『二層の広域圏』を支える総合的な交通体系 最終報告 (2005 年 5 月)」

には、「モータリゼーションの進展などにより国民の日常生活の行動の範囲の広域化などを背景とし、生活

の拠点となる人口 10 万人程度以上の都市から、交通 1 時間圏内にある複数の市町村にまたがる、人口規模

が 30 万人前後のまとまりを目安とした圏域」を「生活圏域」と呼び、全国に 82 の圏域が設定されている。

また、2008 年には、生活圏域に対応する概念として、総務省「定住自立圏」及び国土交通省「21 世紀生活

圏」がそれぞれ提唱されている。そこにおける生活圏の定義をみると、「定住自立圏」では「宣言中心市（定

住自立圏構想推進要綱では、中心市が、圏域として必要な生活機能の確保に関して中心的な役割を担う意
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の供給がニーズと離れる可能性があり、これは行政側にとっての課題と認識されるべきで

あろう8。こうした観点からも、市町村合併という課題は引続き重要である9。本分析の目的

は、市町村合併などの促進によって、行政圏が拡大することによる歳出の変動を分析する

ことにある。 

 

  1.1.3 先行研究 

ここで市町村合併の効果に関しての先行研究を整理しておこう。 

都道府県や市町村の歳出の分析において、一人当たり歳出と人口規模の関係を推計する

際には、1980 年代後半から、中井(1988)にみられるように一人当たり歳出を最小化する人

口規模を「最適規模」として、分析が行われていた。これに対して、林（2002）では、平

均費用が最小となる人口の「最小効率規模（MES: minimal efficient scale）」と住民の効

用を最大化する「最適性（Optimality）」を区別している10。 

林（2002）では、人口集積による規模の経済と混雑効果の両方を取り入れた地方歳出（費

用）関数の推計が行われている。そこでは、一人当たり費用が最小となる「最小効率規模」

が、65 歳以上人口比率や宅地面積比率などの地域環境要因によって異なっていることが確

認されている。各市の最小効率規模は 31 万人から 46 万人であり、推定対象となった市の

約 94％において人口規模が最小効率規模を下回っていることが示されている。 

次に宮崎（2005）では、合併前後の市町村の歳出の変化に注目し、それを、合併した年

の変化分が、その年以降持続する固定的な変化と、合併した年の次の年以降、徐々に変化

し続ける継続的な変化に分けて推計している。そこでは、一人当たり歳出総額は合併後に

固定的に 46．5％増加するが、その後、毎年、継続的に 7.3％減少していくことが示されて

いる。また、歳出の性質別にみると、合併による給与水準の増加よりも規模の経済による

人員削減の効果の方が大きいため人口一人当たり人件費は合併以降 7.1％削減されること、

                                                                                                                                                  
思を有すること等を明らかにするため、中心市宣言を行う）と近接し、経済、社会、文化又は住民生活等

において密接な関係を有する市町村であるものとし、宣言中心市に対する通勤通学割合が 0.1 以上である

こと等の要素も考慮して、関係市町村において、これが該当するか否かを自主的に判断するものとする。」

とされている。また、「21 世紀生活圏」では「中心市から時間距離で１時間以内の圏域となる「交通一時

間圏」を試算している。「交通一時間圏」の中心は、10 万人以上の都市、10 万人以上の都市が周辺にない

５～10 万人都市及び北海道支庁所在都市の役場の所在地点を仮定した。」となっている。本分析では「定

住自立圏」の定義を用いて分析を行う。 
8 例えば、居住地と勤務地が離れているとき、行政サービスの拠点はどちら側にあるべきか、その歳出は

どちらがどれだけ負担するのかといった点についての配慮が必要となる。行政圏を生活圏に近づけること

は、行政サービスのくくりを住民ニーズの範囲に近づけることを通じて、行政サービスの適正化のための

条件を整えることにつながることが期待される。また、住民の受益と負担についても、その地域的なミス

マッチが少なくなることから、行政サービスに対するガバナンスの改善を通じた効率化と適正化をもたら

す条件が整備されることになる。ただし、このガバナンス効果の分析については今後の課題である。 
9 国土交通省「国土形成計画」では、「生活圏と行政圏の一致」が議論されてきた。これは、行政圏と、生

活圏を一致させることによって、行政サービス向上と行政コストの削減の両立を図ることも目的としたも

のである。 
10 行政サービスをクラブ財と仮定した場合には最小効率規模は最適性の必要条件となるが、人口規模に基

づく生産関数を取り入れ、地域所得を内生化した場合や social planner が多地域の効用最大化問題を解く

場合などでは、一般的に最小効率規模は最適性と一致しないことが示されている。 
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一人当たり普通建設事業費は、合併特例債の利用などによって、合併後に 107％増加するが、

その後、毎年 14.6％減少することなどが示されている。 

市町村合併が歳出に与える影響を目的別歳出にわけて分析した論文としては、田中・上

村(2002)がある。そこでは、分析の前提として、都道府県を 12 の州、市町村を 257 の府に

再編した上で、行政事務を国、州、府に再配分することを想定している。その上で、人口

と面積を説明変数とした目的別歳出（費用）関数の推計結果をもとに、国からの税源移譲

が事務配分に応じてなされると仮定して、財政収支のシミュレーションを行っており、権

限と税源が移転された場合には、州と府の財政収支が 28.5 兆円改善することが示されてい

る。 

中村・川瀬（2006）でも、行政事務を再配分した場合の財政収支シミュレーションが行

われている。そこでは、現在の市町村の区分を前提に、公共サービスの担い手を国、広域

自治体（都道府県）、基礎的自治体（市町村）とし、国から広域自治体や基礎的自治体へ、

そして広域自治体から基礎的自治体へと、細かく細分化された目的別歳出の項目について

権限を委譲することが仮定されている。権限委譲の際に必要となる費用額は、人口や面積、

産業構造などをもとにして配分する。権限の委譲は、①全ての基礎的自治体に共通の権限

委譲を行う場合と、②人口規模が一定以下の基礎的自治体には一部の権限を委譲しない場

合があり、両者の権限委譲後の経常収支比率を比較すると、規模の小さい自治体の多い地

域では、①の方が②に比べて経常収支が悪化することが示されている。 

以上の先行研究では、地域環境要因を考慮した市町村合併前後の歳出変動の分析や、一

定の前提に基づいた財政収支シミュレーションが行われている。しかしながら、平成の大

合併の期間のデータを用いた分析は行われておらず、また、現在の市町村の区分を見直し

た上で、行政圏を生活圏に近づけた場合の歳出目的別の関数を用いた歳出削減のシミュレ

ーションも行われていない。 

本分析では、1990 年から 2005 年までのデータを用いて、まず、林（2002）に従って、地

域環境要因を取り入れたＵ字型の歳出関数を仮定して、市町村の歳出水準を決定する要因

を分析する。次に、宮崎（2005）に従って、市町村合併の歳出に対する固定的な効果と継

続的な効果の分析を行い、平成の大合併による歳出の削減効果を検証する。さらに、市町

村の歳出関数を、総務費、民生費、衛生費、労働費、農林水産業費、商工費、土木費、教

育費の目的別に推計する。最後に、目的別歳出の推計結果を用いて、生活圏の一つの考え

方である「定住自立圏」に準じた行政圏を設定した上で、市町村の行政圏が拡大された場

合の歳出削減効果を試算する。 
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1.2 歳出項目とその関連項目との相関性 

 本分析では、まず、林（2002）に基づきコブ・ダグラス型の歳出関数を推計する（導出

の過程は参考 1参照）。地域環境要因を取り入れた一人当たり歳出関数は以下のように特定

化される。 

( ) uerwgc
j

jjrwg +++++= ∑ lnlnlnlnln 0 βββββ    （１） 

ただし、c は歳出、g は行政サービス生産水準、w は労働価格、r は資本価格、ejは地域環

境要因である。 

  また、人口規模の増大と集中による行政費用の増大効果は混雑効果と呼ばれるが、この

効果を混雑関数として定式化すると、以下のようになる。 

( )⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ++− ∑⋅= j jjn en

ngz
λλλ ln0

   （２） 

ただし、z は行政サービス消費水準、n は人口である。（２）の混雑の弾力性は、

( )∑++== j jjn
z
n

g
n en λλληη ln20 となり、混雑効果は利用者数の増加とともに増大する

と仮定されている。  

（１） 及び（２）から、 

( ){ }
( ) uerw

nenzc

j jjrw

j jjng

+∑+++

∑++++=

lnlnln

]lnln[lnln 00

βββ

λλλββ
 （３） 

が得られる。 

ここで、林（2002）にならい、資本価格には地域差がないと仮定する。また、労働価格

と行政サービス消費水準にも同様の仮定を置く。さらに、地域環境要因は生産要素や人口

との代替性はないものの、歳出そのものには影響を与えると仮定する。この場合、（３）式

は以下のようになる。 

( ) ( ) uennc
j jjnnn ++++= ∑ lnlnlnln 2

0 ββββ  （４） 

上記の特定化をみても分かる通り、ここでは、人口と地域環境要因には歳出と相関関係

を持っていると仮定されている。以下では、一人当たり歳出額を説明する人口と地域環境

要因について概観する。 

(1) 人口 

 行政サービスを提供する市町村にとって住民は行政サービスの消費者であり、人口はそ

の消費者の数であるから、人口が増加することは行政サービスの需要が増加することを意

味し、人口規模の増加は費用の増加を通じて歳出を増加させる。例えば、住民数の増加は、

福祉・医療に使われる民生費をはじめ、教育費、ごみ収集費などを増加させる。 

 ただし、行政サービスにも一定の固定費用が必要であることを考慮するならば、固定費
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用が大きい行政サービスによっては、人口の増加に伴って一人当たり歳出額が減少する傾

向があると考えられる。例えば、学校の施設、病院、道路・橋・公園などの公共施設は、

人口が小規模な場合よりもある程度の規模に達している場合の方が人口一人当たり歳出が

小さくなる「規模の経済」が存在する。この効果は、一定の財政制約の下で最大限の行政

サービスを提供しようとする市町村にとっては重要であり、市町村の合併がもたらすメリ

ットの一つとして期待される。 

 市町村の歳出について、2005 年度における人口一人当たり歳出総額と人口の関係を図に

表してみると図表３の通りとなる。これによれば、一人当たり歳出総額は、人口が増加す

るに従って総じて減少し、その後また徐々に増加することが分かる。 

(2) 総面積 

 面積の増加は、道路や橋などの建設のための費用を増加させるばかりでなく、行政サー

ビスの提供に際して、移動の時間と費用も増大させる。例えば、警察や消防などは面積に

応じて歳出も増加すると考えられ、福祉サービスを含む民生費についても同様である。 

 市町村の歳出について、2005 年度における人口一人当たり歳出総額と面積の関係を図に

表してみると図表４の通りとなる。これによれば、一人当たり歳出総額は、面積が大きい

方が、歳出が多くなる傾向にある。 

(3) 15 歳未満人口比率 

 15 歳未満人口比率が高いと、小・中学校の運営などの教育に要する歳出が多くなるため、

歳出総額は増加すると考えられる。 

2005年度における人口一人当たり歳出総額と15歳未満人口比率の関係を図に表してみる

と図表５の通りとなる。これによれば、上記の想定とは異なり、15 歳未満人口比率が高い

市町村の方が、一人当たり歳出総額が小さいことが示唆されている。しかし、他の要因の

影響を取り除いた場合には想定通りに正の相関性を持つ（図表 14、図表 15 参照）。 

(4) 65 歳以上人口比率 

 市町村の人口の年齢構成も歳出を左右する要因の一つと考えられる。例えば、65 歳以上

人口の比率が高いほど高齢者福祉を含む民生費の歳出は多くなると考えられる。これは国

民健康保険への拠出や公立病院への補填などが増加するためである。 

 2005年度における人口一人当たり歳出総額と65歳以上人口比率の関係を図に表してみる

と図表６の通りとなる。これによれば、65 歳以上人口比率が高い市町村の方が、一人当た

り歳出総額が大きいことが示唆されている。 

(5) 昼間人口比率 

 昼間人口比率が高い市町村では、昼間人口比率の低い市町村に比べて、行政サービス需

要が多いため、歳出が多くなると考えられる。具体的には、道路・橋などの公共施設の整

備や警察などによる治安維持に要する費用が増加するためである。 

 2005 年度における人口一人当たり歳出総額と昼間人口比率の関係を図に表してみると図

表７の通りとなる。これによれば、昼間人口比率が高い市町村の方が、一人当たり歳出総
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額が大きいことが示唆されている。 

(6) 第２次産業就業者比率、第３次産業就業者比率 

 第２次産業就業者比率、第３次産業就業者比率が高い市町村では、産業が集積し人口が

密集している地域が多いため、規模の経済が働くことによって一人当たり歳出額は少なく

なると考えられる。 

2005 年度における人口一人当たり歳出総額と第２次産業就業者比率及び第３次産業就業

者比率の関係を図に表してみると図表８、図表９の通りとなる。これによれば、第２次産

業就業者比率、あるいは第３次産業就業者比率が高い市町村の方が、一人当たり歳出総額

が小さいことが示唆されている。 

(7) 林野面積比率、耕地面積比率 

 林野面積比率の高い市町村は、山間部などに位置しているところが多く、民生サービス

の提供にも平野部に比べて多くの費用がかかると考えられる。一方、耕地面積比率の高い

市町村では、これとは反対に平野部に位置しているところが多く、山間部に比べて行政費

用は少なくなることが予想される。 

2005 年度における人口一人当たり歳出総額と林野面積比率及び耕地面積比率の関係を図

に表してみると図表 10、図表 11 の通りとなる。これによれば、林野面積比率が高い市町村

においては一人当たり歳出総額が多く、耕地面積比率が高い市町村においては一人当たり

歳出総額が少ないことが示唆されている。 

(8) 一人当たり課税対象所得 

 一人当たり課税対象所得の高い市町村は、産業が集積し人口が密集している地域が多い

ため、規模の経済が働くことによって一人当たり歳出額は少なくなると考えられる。 

2005 年度における人口一人当たり歳出総額と一人当たり課税対象所得の関係を図に表し

てみると図表 12 の通りとなる。これによれば、一人当たり課税対象所得の高い市町村にお

いては、一人当たり歳出総額が少ないことが示唆されている。 

(9) 宅地の評価総地積面積11比率 

 宅地の評価総地積面積比率（以下、宅地面積比率）の高い市町村は、人口や産業も集積

しているところが多い。このため行政サービスの提供や社会資本の整備は、相対的に低い

コストで行うことができると考えられる。このため、宅地面積比率の高い市町村では、一

人当たり歳出総額は少なくなると考えられる。 

2005 年度における人口一人当たり歳出総額と宅地面積比率の関係を図に表してみると図

表 13 の通りとなる。これによれば、宅地面積比率の高い市町村においては、一人当たり歳

出総額が少ない傾向があることが示唆されている。 

                                                  
11 評価総地積（課税対象土地）は、地方税法第 324 条に基づき、固定資産税の課税客体とされた土地の

面積の合計であり、田、畑、宅地、山林、原野などが含まれる。本分析では、そのうち宅地面積を当該市

町村の評価総地積で除した値を宅地の評価総地積面積比率としている。 
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2 市町村合併による歳出変動効果の分析 

2.1 合併効果の分類と推計式の設定 

以下では市町村の合併による歳出への効果についての計量的な分析を行う。 

市町村の合併には、人口規模の拡大を主な要因とする歳出削減効果があると考えられる。

この効果を推計する方法としては、（１）時間の概念を取り入れて、合併前後における歳出

水準の経年変化を重視したアプローチと、（２）合併効果が出尽くした段階における歳出水

準と人口や地域環境要因の関係を重視したアプローチの２つの方法が考えられる。 

（１）は、①合併が実施されることによる固定的な歳出増大効果と、②事務の統合など

による継続的な歳出削減効果とを分けて推計することができる。また、（２）においては、

人口が歳出最小化規模に近づくことによる歳出削減効果を推計することができる。以下で

は、（１）の①と②、及び（２）のそれぞれについて検証する。このうち、（１）の①と②

については時間を追って現れてくる効果であるので、パネルデータを用いて動態的に歳出

関数を推計することによって検証する。また、（２）については、１年分のクロスセクショ

ンデータを用いて静態的に歳出関数を推計することによって検証する。 

 

2.2 市町村合併の歳出に対する固定的増加効果と継続的削減効果の分析 

   2.2.1 推計式 

ここではまず、パネルデータを用いた歳出関数の推計について説明する。合併が行われ

ると、そのための事務作業や合併後の名称変更に伴う作業など歳出の増加する要因もある

（これを固定的増加効果とする）。ただし、重複した事務の統合や前述の規模の経済の発揮

などにより歳出が削減される継続的な効果の発現が考えられる（これを継続的削減効果と

する）。合併によるこの２種類の効果を推計するために、パネルデータを用いて歳出関数を

推計する。 

参考となる先行研究としては宮崎（2005）があげられる。そこでは、市町村の合併効果

をみるために、歳出関数の説明変数として、合併した年以降は 1 とする合併ダミーと、合

併した年以降毎年１ずつ増加する合併トレンド変数を導入している。合併ダミーは、合併

した年以降の一人当たり歳出総額の固定的なシフト幅を把握し、合併トレンド変数は、合

併効果が徐々に現れることによる、一人当たり歳出総額の継続的な大きさを把握している。

本分析でも同様のダミー変数をとり、合併ダミーで固定的増加効果、合併トレンド変数で

継続的削減効果を分析する。 

分析にあたっては、総務費、民生費、衛生費、労働費、農林水産業費、商工費、土木費、

教育費を合計した一人当たり歳出総額を用いる。また、推計式である歳出関数は次のよう

になる。宮崎（2005）において被説明変数は、一人当たり歳出総額であり、説明変数は、

人口、人口の２乗、総面積、15 未満人口比率、65 歳以上人口比率、第２次産業従事者比率、

第３次産業従事者比率、昼間人口比率、林野面積比率、年ダミーであった。本分析では、

一人当たり歳出総額に影響を与える変数として、以上の他に、地域特性を示す耕地面積比
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率、経済特性を示す一人当たり課税対象所得、人口分布の特性を示す宅地面積比率の３つ

を説明変数に加えている。さらに、事務の範囲が異なることを踏まえ、政令指定都市、中

核市、特例市、それ以外の市についてはそれぞれダミー変数をとることとする。このパネ

ルデータ分析で用いている推計式は、（５）式の通りである。推計に際しては、５％の水準

で有意でない変数についても、説明変数から除外していない。 

なお、推計に用いるデータの定義と出典については、「参考２」において記載している。

また、パネルデータの作成方法については、「参考３」において説明している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 推計結果 

合併に伴う固定的増加効果と継続的削減効果について分析するための歳出関数の推計結

果は図表 14 に示されている。これによると、合併ダミーの係数は 0.094、合併トレンド変

数の係数は-0.014 であり、5％の有意水準をともに満たしている。このことは、合併によっ

て、歳出総額が合併直前年の歳出と比較して、その年以降約 9.4％上昇するものの、その後、

毎年約 1.4％ずつ歳出が減少していくため、一人当たり歳出総額は、合併によって長期的に

は減少することを意味している。 

 この他の説明変数についてみると、15 歳未満人口比率、65 歳以上人口比率、昼間人口比

率、第 2次産業就業者比率、一人当たり課税対象所得は有意に正である。また、面積、第 3

次産業就業者比率及び耕地面積比率は有意水準をみたさず、林野面積比率と宅地面積比率

は有意に負である。このうち、15 歳未満人口比率、65 歳以上人口比率、昼間人口比率、林

野面積比率及び宅地面積比率は期待符号条件に合致している。 
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 ところが、人口及び人口の２乗はそれぞれ期待符号条件を満たしていない。また、面積

は有意水準を満たしていない。このように、図表 14 の推計結果では、歳出最小化人口を求

めることのできる下に凸の関数ではなく、上に凸の歳出関数となっている。これは、規模

拡大の効果が出尽くした段階での推計ではないことと、バランスド・パネルデータ（参考

３参照）を用いたことによるものであると考えられる。 

 なお、パネルデータ分析上のモデル選択のためのハウスマン検定を行ったところ、P値は

0 であり、「固定効果モデルよりも変量効果モデルの方が望ましい」という帰無仮説は棄却

された。また、F検定を行ったところ、P値は 0であり「固定効果モデルよりもプーリング

回帰モデルの方が望ましい」という帰無仮説も棄却された。以上から、固定効果モデルの

推計結果を採用している。 

 

2.3 市町村合併の歳出に対する規模拡大効果の分析 

        2.3.1. 推計式 

ここでは、第一に歳出総額についての歳出最小化人口規模を推計し、第二に目的別費目

別に歳出最小化人口規模を推計する。地域環境要因を考慮しつつ、人口と人口の２乗を説

明変数の一部とする歳出関数を推計し、その人口と人口の２乗についての推定係数を用い

て歳出最小化人口規模を計算することができる。 

歳出関数の推計に用いるデータは、2005 年度の単年度についてのクロスセクションデー

タとする。 

歳出関数の推計にあたっては、パネルデータ分析と同様の関数を用いる。被説明変数と

しては、一人当たり歳出総額を用い、説明変数としては、人口、人口の２乗、総面積、15

歳未満人口比率、65 歳以上人口比率、第２次産業従事者比率、第３次産業従事者比率、昼

間人口比率、耕地面積比率、林野面積比率、一人当たり課税対象所得、宅地面積比率を用

いる。さらに、政令指定都市、中核市、特例市、それ以外の市についてのダミー変数を使

用する。 

目的別歳出についての分析で用いる関数は（６）式の通りである。目的別歳出関数の推

計にあたっては、５％の水準で有意でない変数については、説明変数から除外している。 
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2.3.2 推計結果 

市町村合併の歳出に対する規模拡大効果を分析するための歳出関数の推計結果は図表 15

の通りとなった。これによると、合併に伴う固定的増加効果と継続的削減効果の分析と異

なり、人口及び人口の２乗はそれぞれ期待符号条件を満たしており、歳出関数は下に凸と

なっている。この推定係数を用いて一人当たり歳出総額を最小化させる人口を求めると、

約 28 万人となる。 

 この他の説明変数をみると、面積、15 歳以上人口比率、65 歳以上人口比率、昼間人口比

率、第２次産業就業者比率、林野面積比率、宅地面積比率は有意であり、期待符号条件と

も一致している。しかし、第３次産業就業者比率、耕地面積比率は、有意水準を満たして

いない。一人当たり課税対象所得は有意水準を満たしているが、期待符号条件と一致しな

い。 

図表 16 は同様の推計を目的別歳出について行い、一人当たり目的別歳出を最小にする人

口を推計したものである。これによると、農林水産業費、商工費などの歳出最小化人口規

模が比較的大きいのに対して、民生費、労働費などでは人口規模が小さくなっている。例

えば、農林水産業費の場合には建設事業費などの割合が大きく人口規模の増大による限界

的な歳出増（混雑効果）は小さいため最小化人口規模は大きくなっている。これに対し、

民生費は、医療に関する支出が多く、人口規模の増大による限界的な歳出増が大きいため、

最小化人口規模は小さくなっていると考えられる。このように、歳出の目的によって、歳

出最小化人口規模が大きく異なることが分かる。 

このことは、行政事務の種類に応じて行政の範囲が変更されることに一つの理由を与え

ている。既に行われている広域連携や一部事務組合についても、このような要因が働いて

いると考えられる。 

図表 17 は、目的別歳出関数の説明変数の中で、有意でない説明変数を落として推計した

結果である。 
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3 市町村合併の歳出に対する効果の試算 

3.1 試算対象地域の選定 

これまでの歳出関数の推計結果を用いて、市町村合併が今後一層進展した場合における

歳出に対する効果を以下に試算する。これは歳出関数の推計による合併効果を定量的に確

認することを目的とし、あくまで架空の市町村合併を前提とするものであることに注意す

る必要がある。 

試算に当たっては、「国土形成計画」の地域区分に準じて全国を９地域に分割した上で

2007 年４月１日時点の一市町村当たりの人口を地域別に算出し、その中で一市町村当たり

の人口の小さな地域を試算対象地域として取り上げた。これは、一市町村当たりの人口が

小さい地域ほど市町村の規模拡大による効果が大きいと考えられるためである。 

 

3.2 市町村合併の組み合わせ 

合併の歳出に対する効果の試算を行うためには、市町村合併の組み合わせが必要となる。

合併の組み合わせを決める条件としては、第一に「10％通勤通学圏」12による区分を用いる。

その理由としては、総務省「定住自立圏構想推進要綱」において、定住自立圏を形成する

か否かの重要な要素となっていることがあげられる13。 

この「10％通勤通学圏」を試算対象地域にあてはめて、市町村合併の組み合わせを作成

したものが、図表 18 に示されている。ただし、10％通勤通学圏を持たない市町村について

は、通勤通学者数が最も多い市町村の組み合わせに入ると仮定した。 

 

3.3 市町村合併の歳出に対する効果の試算結果 

以上を前提に、目的別費目別の歳出関数の推計結果を用い、市町村合併が歳出に与える

効果について試算した結果は以下の通りである。 

まず、費目別の歳出関数は、次のように試算する。まず、一人当たり歳出関数（５ペー

ジ・（４）式）の推計結果（図表 17 参照）を用いて費目別歳出を合併前（2006 年４月１日

時点）の市町村について推計し、これを合併前推計値とする。次に、合併後の行政区分に

ついての歳出を費目別に推計し、合併後の歳出の推計値を求め、これを先の合併前推計値

と比較する。図表 19 には合併前の歳出推計値と合併後の歳出推計値が示されている。 

ただし、図表 16 に示されているように、民生費と労働費は歳出最小化人口規模が小さい

ことから、この２つの費目については合併後の歳出の試算に際して合併前推計値をそのま

ま用いている。また、消防費については、適当な推計値が得られなかったことから 2006 年

度の歳出の実績値を用いている。 

                                                  
12 10%通勤通学圏とは、ある中心市への通勤通学者数が全通勤通学者数に占める割合が 10％を越える市町

村及び当該中心市によって構成される。 
13 「（中略）定住自立圏形成協定を締結するものは、宣言中心市と近接し、経済、社会、文化又は住民生活

等において密接な関係を有する市町村であるものとし、宣言中心市に対する通勤通学割合が 0.1 以上であ

ること等の要素も考慮して、関係市町村において、これに該当するか否かを自主的に判断するものとする。」 



 

 13

  試算の結果について生活圏域別の特徴をみると、一人当たりの主な目的別歳出総額（総

務費、民生費、衛生費、労働費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、教育費の合計

値）が人口規模の大きい圏域で小さく、人口規模の小さい圏域で大きくなっている（図表

19・Ｇ列参照）。一人当たりの主な目的別歳出総額の動向をみると、規模の小さな圏域では

一人当たり歳出総額が増加している場合もあることから、人口規模のより大きな圏域ほど

規模の経済がはたらきやすく、合併による歳出の削減効果が現れていることが分かる（図

表 19・Ｋ列参照）。 

県別の試算結果をみると（図表 19・Ｍ列参照）、行政圏が拡大された場合、目的別歳出総

額は A県、B県、C県、D県でそれぞれ 4.0％、6.5％、5.4％、0.9％減少すると試算される。

面積が比較的小さく、人口の集積が進んでいる県で歳出削減効果が大きい。この結果、試

算対象地域全体では（図表 19・Ｎ列参照）、市町村の主な目的別歳出合計は、4.4％削減さ

れる可能性があると試算される。 
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4   まとめ 

市町村の歳出を人口などの属性によって説明する関数を推計し、合併が歳出に与える効

果の検証を行った。まず、動態的な効果を、パネルデータを用いて分析した結果によると、

合併の直後には歳出が短期的に増加するものの、長期的には減少する効果があることが分

かった。ただし、分析手法によっては、歳出最小化人口は求められなかった。 

次に、市町村の歳出について、クロスセクションデータを用いて総額及び目的別費目別

に歳出関数を推定し、歳出を最小化させる人口規模を推計した。歳出最小化人口規模は、

歳出総額では約 28 万人であるものの、目的別歳出によって異なることが分かった。 

 最後に、目的別歳出関数の推計結果を利用して、市町村合併による歳出の削減効果を試

算した。その前提として、行政圏と生活圏が近づいて行くことを念頭において 10％通勤通

学圏の状況を参考にしつつ、合併の組み合わせの仮設例を作成した。 

試算結果をみると、面積が比較的小さく人口の集積している県において歳出削減効果が

大きくなっている。県別の試算結果をみると、A県、B県、C県、D県でそれぞれ 4.0％、6.5％、

5.4％、0.9％減少すると試算される。試算対象地域全体では、市町村の主な目的別歳出合

計は、合併前と比較して 4.4％削減される可能性があると試算される。 

このように、行政圏を生活圏に近づけるような形の市町村の合併には、市町村の機能に

対する住民ニーズに適合した行政圏に近づけるという効果が期待されるばかりでなく、歳

出最小化人口規模の大きな費目についての受け皿を作ることによって、行政サービスの効

率化を図ることが可能になるという効果を指摘することができる14。 

   

                                                  
14 本分析では、2005 年までの計数を用いて推計しており、平成の大合併に相当する期間を全て含んだ推

計とはなっていない。また、目的別歳出の推計を行う際には、行政サービス供給水準が全国で等しいと仮

定しているが、農林水産業などの目的では必ずしもその仮定を満たしているとは限らないと考えられる。

このような点を考慮に入れた分析は、今後の課題としたい。 


